天草市防犯カメラ設置費補助金の概要

趣　旨
この要項は、市民が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、地域の見守り活動を補完する目的で防犯カメラを設置する団体等について、市は予算の範囲内において補助を行うもの。

補助対象者
　防犯ボランティア団体、自治会、学校ＰＴＡ、これらに準じる団体

対象事業
防犯カメラ設置に係る事業
１　犯罪の発生抑止や地域の安全を確保する目的で設置するもの。
２　特定の場所に継続的に設置する防犯カメラであり、録画機能を有するもの。
３　道路や不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影するもの。
４　県が定める「防犯カメラに関する運用指針」に基づいた管理規定が定められていること。
５　設置されていることが明確かつ適切な方法で表示されているもの。
６　設置地域の自治会等の承認及び当該設置場所の所有者等の同意が得られているもの。
７　道路交通法等関係法令に基づき、必要な許可等を受けているもの。

対象経費
１　防犯カメラの購入に係る経費（カメラ本体、録画機器、保護カバー等）
２　機器の取付工事に係る経費
３　防犯カメラ作動中等の表示板制作に係る経費
　　（※維持管理に係る経費は除く）

補助率
　　１台あたり補助対象経費の１／２以内（上限額１００千円）




　　　　　　　　



　　
